
別紙第２号書式

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　団体の概要

団体名 伊佐市

注１　団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合は、「団体名」欄に一部事務組

　　合等の名称を記入し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄は、普通会計の全職員数を記入すること。

２　財政指標等

標準財政規模（百万円）

地方債現在高（百万円）

積立金現在高（百万円）

注１　財政力指数及び実質公債費比率については、平成18年度又は平成19年度の数値を、経常収支比率については、平成17年度

　　又は平成18年度の数値をそれぞれ記入すること。これら以外の数値については、直近の地方財政状況調査及び公営企業決算

　　状況調査の報告数値を記入すること。

　　　なお、一部事務組合等に係る財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率については、当該一部事務組合等の構成団体の

　　各数値を加重平均したものを用いるものとする（ただし、繰上償還の対象としない財政力指数１．０以上の団体の区分につ

　　いては構成団体の中で最も低い財政力指数を記入すること。）。

　２　財政指標については、条件該当年度を（　）内に記入すること。また、財政力指数以外の財政指標については、数値相互

　　間で年度（地方財政状況調査における年度）を混在して使用することがないよう留意すること。

３　合併市町村等における合併市町村基本計画等の要旨

　注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第２条

　　　第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自治法（昭和22年法律

　　　第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２項に規定する合

　　　併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置されたものに限る。）をいう。

　　３　□にレを付けた上で要旨を記入すること。また、要旨については、別様としても差し支えないこと。

４　財政健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成21年度から25年度までの５か年とすること。

国調人口(H17.10. 1現在) 31,499

構成団体名
職員数(H21. 4. 1現在) 278

3,352（ 20 年度）

財政力指数 0.36  （ 19 年度） 9,574（ 20 年度）

実質公債費比率　(％) 18.1   （ 19 年度） 19,064（ 20 年度）

〔合併期日：平成20年11月1日〕

     別様のとおり

区　　分

経常収支比率　　(％) 87.5   （ 18 年度） うち普通会計債現在高(百万円) 15,712（ 20 年度）

実質収支比率　　(％) 4.9　 （ 20 年度） うち公営企業債現在高(百万円)

3,055（ 20 年度）

　  　新法による合併市町村、合併予定市町村の合併市町村基本計画の要旨
　□　旧法による合併市町村の市町村建設計画の要旨
　□　該当なし

内　　　容

計 画 名 伊佐市公的補償金免除繰上償還財政健全化計画

大口市行財政健全化計画2006・菱刈町集中改革プラン：（H17年度～H21年度）
合併市町村基本計画

計 画 期 間 平成21年度～平成25年度

既 存 計 画 と の 関 係

公 表 の 方 法 等
12月議会の全員協議会を通じて議会へ説明予定。市広報誌及び伊佐市ホームページ
にて公表

基 本 方 針 　両市町は平成17年度から平成21年度までの集中改革プランを策定している。平成
21年度は伊佐市として見直すとともに、合併市町村基本計画（まりづくり計画との
整合性を図り策定する。（伊佐市集中改革プラン策定予定はＨ22.3）
　具体的には、財政安定確立のために、自主財源の根幹である市税の増収及び滞納
対策や人件費の抑制や普通建設の年次的計画による削減、公債費の抑制等を重点的
に取組み、財政指標の改善を図る。



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免 除額

参考：上段（　　）は旧団体で承認された額

注１　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基

　　準日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談･調整の上､

　　確認した補償金免除(見込)額を記入すること。

　２　各欄の数値は小数点第２位を切り上げて、小数点第１位まで記入すること。従って各欄の単純合計と「合計」欄の数値は一致しない場合

　　があること（なお、少数点第２位が０であるが、少数点第３位に数値がある場合は同様に切り上げること。）。

６　平成２１年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

繰上償還希望額

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

(103.1)
119.0

旧簡易生命保険資金

(150.2)
162.8

(1.2)
1.9

(10.2)
10.2

(0.6)
0.6

旧 資 金 運 用 部 資 金

(26.1)
38.7

(115.8)
115.8

(8.3)
8.3

繰上償還希望額

105,955

0

38,684

合　　計

53,070

(単位：千円)

52,885

0

7,786

11,096

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

7,786

(39.9)
55.8

(50.3)
50.3

(12.9)
12.9

(11.9)
12.7

0

事業債名

　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利７％以上
（平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

38,684

小　　　計　　　　 (B)

0

55,701

小　　　計　　　　 (B)

学校教育施設整備事業債

一般公共事業債

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
（平成21年度末残高）

11,096

19,802

0

合　　計

0

0

0

19,802

38,68438,684

0 0

0

0

23,061 30,009

32,640 20,245

事業債名

一
般
会
計

出
資
債
等

小　　　計　　　　 (A)

普
通
会
計
債

臨時財政特例債

　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B)

一
般
会
計

出
資
債
等

50,254

55,701 50,254

普
通
会
計
債

105,955

学校教育施設整備事業債

公営住宅建設事業債

小　　　計　　　　 (A)



Ⅱ　財政状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① 税収の確保（徴収率の向上）

課 題 ② 実質公債費の適正化

課 題 ③ 財政の弾力性の向上

課 題 ④

留 意 事 項

　注１　「財務上の特徴」欄は、人口や産業構造、財政構造や地域特性等を踏まえて記載すること。また、

　　　財政指標等について、経年推移や類似団体との水準比較などをし、各自工夫の上説明すること。

　　２　「財政運営課題」欄は、税収入の確保、給与水準・定員管理の適正合理化、公債負担の健全化、

　　　公営企業繰出金の適正運用、地方公社・第三セクターの適正な運営等、団体が認識する財政運営上

　　　の課題及びその具体的施策について、優先度の高いものから順に記入する。また、財政運営課題と

　　　認識する理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　　３　「留意事項」欄は、「財政運営課題」で取り上げた項目の他に、財政運営に当たって補足すべき

　　　事項を記入すること。

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

財 政 運 営 課 題

内　　　　容

　本市は平成20年11月1日に大口市と菱刈町が合併し、伊佐市が誕生した。人口は
31,499人（Ｈ17国調）、うち65歳以上が34.1％で国平均の20.1％、県平均の
24.8％と比べると高い高齢化率となっている。産業別就業人口は第１次産業が
20.3％、第２次産業が25.6％、第３次産業が54.1％となっており、県平均と比較
すると、第1次と第２次産業が高くなっている。また、将来人口は平成29年度で
26,400人と推計されることなどから、財政基盤の根幹をなす税収に大きな伸びは
期待できない。
　実質公債比率は平成19年度で17.8％（Ｈ20年度：17.0％）と年々改善されてい
るが、類似団体（16.5％）と比較すると、依然高い状態である。
　財政力指数は、0.36（Ｈ19）で類似団体（0.46）と比較すると0.1ポイント下回
り、財政力は脆弱である。一方で経常収支比率はＨ19年度で91.2％（Ｈ20：
93.8％）と財政構造の硬直化がみられる。

　本市の平成19年度の経常収支比率は91.2％（Ｈ20：93.8％）で財政の硬直化が
進んでいる。今後は事業の選択と優先順位に基づいた財源の配分を行い、歳出削
減を進める。

　本市の実質公債比率は平成19年度で17.8％（Ｈ20：17.0％）である。うち、
4.7％程度を引き上げているのが債務負担行為の、ほ場整備償還補助金である。残
額は23億程度で平成37年度まで続く。
　今後は起債事業の厳選により市債残高の抑制を図り、公債費の軽減に努める必
要がある。

平成20年度における本市の市税収入は約32億円で、歳入総額の21％となってい
る。高齢化や長引く不況で税収の伸びは期待できない。こうしたなか、本市で
は、発足と同時に差押えや公売などの、より専門的な徴収を行うため滞納対策課
を設置した。平成20年度の徴収率は91.6％であった。更なる徴収率の向上に努力
したい。



Ⅲ　今後の財政状況の見通し
（単位：百万円）

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込） （決算見込） （決算見込） （決算見込） （決算見込）

地方税 2,721 2,759 2,963 3,364 3,205 3,019 2,965 2,924 2,817 2,766

地方譲与税 736 759 828 610 576 597 597 597 597 597

地方特例交付金 73 73 59 21 32 13 11 11 11 11

地方交付税 5,966 6,027 6,290 5,858 6,012 6,196 5,739 5,672 5,665 5,601

小計（一般財源計） 9,496 9,618 10,140 9,853 9,825 9,825 9,312 9,204 9,090 8,975

分担金・負担金 208 208 216 479 248 170 160 157 154 152

使用料・手数料 281 285 280 279 254 282 281 279 278 277

国庫支出金 1,720 1,420 1,640 1,531 1,222 1,148 1,166 980 1,015 1,088

うち普通建設事業に係るもの 333 119 37 22 91 192 226 55 100 186

都道府県支出金 1,115 902 1,060 1,763 962 944 902 898 889 884

うち普通建設事業に係るもの 146 80 98 66 62 68 32 32 26 26

財産収入 62 49 45 112 35 44 44 44 44 44

寄附金 19 15 118 17 29 12 12 12 12 12

繰入金 594 903 301 657 1,337 156 0 630 617 503

繰越金 367 393 364 581 507 524 768 86 0 0

諸収入 814 178 210 195 174 159 159 159 159 159

うち特別会計からの貸付金返済額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち公社・三ｾｸからの貸付金返済額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地方債 1,645 1,000 1,128 730 815 968 1,041 247 177 295

特別区財政調整交付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16,321 14,971 15,502 16,197 15,408 14,232 13,845 12,696 12,435 12,389

人件費　　　　　　　ａ 2,982 3,242 2,400 2,776 2,708 2,638 2,536 2,555 2,544 2,393

うち職員給 1,896 1,838 1,629 1,786 1,745 1,656 1,585 1,644 1,617 1,516

物件費　　　　　　　ｂ 1,375 1,224 1,206 1,346 1,589 1,330 1,318 1,304 1,323 1,336

維持補修費　　　　　ｃ 82 71 64 97 91 100 100 100 100 100

ａ＋ｂ＋ｃ＝　　　　ｄ 4,439 4,537 3,670 4,219 4,388 4,068 3,954 3,959 3,967 3,829

扶助費 2,183 2,155 2,272 2,188 2,362 2,399 2,367 2,337 2,316 2,292

補助費等 1,773 1,739 1,872 1,768 1,673 1,618 1,608 1,607 1,630 1,607

うち公営企業(法適)に対するもの 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

普通建設事業費 2,369 1,669 1,663 1,571 1,677 1,443 1,692 997 920 1,166

うち補助事業費 1,057 374 183 202 310 391 740 120 230 501

うち単独事業費 1,253 1,050 1,233 1,369 1,367 1,052 952 877 690 665

災害復旧事業費 369 179 1,085 1,609 80 67 67 67 67 67

失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公債費 2,192 2,195 2,181 2,248 2,254 2,002 2,062 2,013 1,870 1,766

うち元金償還分 2,057 1,807 1,826 1,911 1,954 1,735 1,788 1,754 1,636 1,559

積立金 899 580 612 547 816 249 384 43 0 0

貸付金 215 12 11 12 9 0 0 0 0 0

うち特別会計への貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち公社、三ｾｸへの貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

繰出金 1,489 1,541 1,565 1,528 1,625 1,618 1,625 1,673 1,665 1,662

うち公営企業(法非適)に対するもの 207 179 142 138 102 181 188 236 228 224

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,928 14,607 14,931 15,690 14,884 13,464 13,759 12,696 12,435 12,389

※平成19年度より衛生管理組合分を計上している

　【財政指標等】

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決  算） （決算見込） （決算見込） （決算見込） （決算見込） （決算見込）

形式収支 393 364 571 507 524 768 86 0 0 0

実質収支 393 364 422 484 472 768 86 0 0 0

標準財政規模 9,253 9,375 9,456 9,355 9,574 9,071 8,997 8,492 8,375 8,267

財政力指数 0.33 0.34 0.36 0.36 0.37 0.37 0.36 0.34 0.34 0.33

実質赤字比率　　　(％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

経常収支比率　　　(％) 90.9 90.7 87.5 91.2 93.8 91.1 91.3 96.6 96.5 94.7

実質公債費比率    (％) － － 18.1 17.8 17.0 15.8 15.3 15.6 15.8 15.5

地方債現在高 19,066 18,259 17,561 16,851 15,712 14,945 14,198 12,691 11,232 9,968

積立金現在高 3,434 3,125 3,548 3,515 3,055 2,979 3,345 2,758 2,141 1,638

財政調整基金 1,768 1,970 2,363 2,576 2,392 2,485 2,869 2,282 1,665 1,162

減債基金 225 215 208 273 145 1 1 1 1 1

その他特定目的基金 1,441 940 977 666 518 493 475 475 475 475

注　実質公債費比率は、平成18年度（平成15年度から平成17年度までの３か年平均）の数値を基準年度とした場合は平成17年度欄から、平成19

　年度（平成16年度から平成18年度までの３か年平均）の数値を基準年度とした場合は平成18年度欄から、それぞれ記入すること。

区　　分

（単位：百万円）

歳 入 合 計

区　　分

歳 出 合 計



Ⅳ　行政改革に関する施策

Ⅱの課題番号 具　体　的　内　容

予算規模を平成20年度の138億円から平成29年度で109億円へと29億円（21％）減少し、うち人件費は26億円から20億円へと6億円
（23％）削減する。職員数については、338人（平成20年11月1日現在）から平成29年度には262人へ76人（22％）削減する。定年者に
対し1/3程度採用。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・合併市町村基本計画（まちづくり計画）より

③

平成16～20年度の５年間で、両市町で73名、率にして18.86％の削減を実施した。平成21年4月現在で314名（公営企業を含む全職員
数）は総務省の基準値内である。なお、平成21年度も勧奨早期退職を実施する。今後も、さらに事務事業量の見直しを行い、適正な職
員配置や民間移譲の推進を積極的に行うことで、平成25年度の総職員数を289名とし、25名（7.96％）削減を目標とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・伊佐市定員適正化計画より

◇　国家公務員の給与構造改革を
　踏まえた給与構造の見直し、地
　域手当のあり方

給与構造改革は大口市では平成18年４月から、菱刈町では平成18年１月から実施。平成20年度のラスパイレス指数は大口市で98.6（全
国平均98.3）菱刈町92.2（全国平均94.2）となっている。地域手当は導入していない。

◇　技能労務職員の給与のあり方
民間の同種の職種に従事する者またはその職種に近い内容との均衡に留意しながら、適正な給与制度の運用に努める。具体的には、給
食調理員（行政二）あり。

◇　退職時特昇等退職手当のあり方 退職時特昇等退職手当はなし。

◇　福利厚生事業のあり方
福利厚生事業については、職員互助会を通じて、職員の健診（人間ドック）への助成を実施している。過去、職員駐車場の補助金
1,116千円を助成していたが、平成18年度に70％、平成19年度に50％と段階的に削減し、平成20年度より廃止した。

③

両市町とも旅費日当の廃止や事務事業の見直しによる賃金、委託料の減額、施設の閉館等で経費の削減について努力してきた。平成19
～20年度は合併に伴う電算システム統合経費(戸籍電算化経費も含む）が大きく影響し増額となったが、今後はこれまで以上の削減に
努める。

ＰＦＩ方式により、田中・湯之尾小学校、菱刈中学校の教頭住宅を建設。指定管理委託施設については現在６施設である。今後とも指
定管理者制度への移行を推進する。市営保育所が２ヶ所存在するが、平成23年度を目途に１施設を民営化、１施設を廃園する。

項　　　目

１　合併予定市町村等にあってはその予定
　とこれに伴う行革内容

２　行革推進法を上回る職員数の純減や人
　件費の総額の削減

３　物件費の削減、指定管理者制度の活用
　等民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

○　物件費の削減

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用



Ⅳ　行政改革に関する施策（つづき）

Ⅱの課題番号 具　体　的　内　容

①

コンビニ納付の平成22年度稼働を目指す。税、保育料、住宅使用料、介護保険料などすべての納付金等が「いつでも」「どこでも」納
められる環境づくりを構築していく。滞納者については電話催促や夜間徴収を行う。伊佐市発足時に、より専門的な徴収を行うため滞
納対策課を設置した。徴収専門員（国税局OB）を講師として招き、徴収吏員の資質向上を図っている。今後も悪質滞納者に対しての差
押え予告等徴収事務の強化やタイヤロックの実施により確実な税収を確保する。

【伊佐市土地開発公社】保有している土地30,774㎡を伊佐市へ266,934千円で売却し（Ｈ21.7.24に仮契約済）この財源をもとに繰上償
還を予定している。残りの負債57,566千円は市の補助金を財源にH21.7.24に２金融機関へ繰上償還済である。同社については平成22年
3月31日に解散予定であり多額な債務保証の課題は解消される。

◇　給与及び定員管理の状況の公表 現在、大口市・菱刈町の給与及び定員管理の状況をホームページで公表している。今後は伊佐市の情報を掲載予定。

◇　財政情報の開示 予算の概要、財政計画、財政状況等一覧などをホームページや市報で公開している。伊佐市の集中改革プランは策定後に掲載予定。

貸借対照表は既に毎年公表している。売却可能資産の洗い出しと時価評価、固定資産台帳の整備をしつつ、行政コスト計算、資金収支
（キャッシュフロー）計算書、純資産変動計算書を平成21年度中に公表予定。

成果志向の効率的な行財政運営を行うため、行政評価を取り入れたマネジメントシステムを構築する。H20年度より民間企業（ＪＭＡ
Ｃ）と契約し導入済。

②
本市の実質公債比率は平成19年度で17.8％（Ｈ20：17.0％）である。うち、4.7％程度を引き上げているのが債務負担行為の、ほ場整
備償還補助金である。償還金は平成21年度より減少することにより実質公債比率も改善されていく。今後は起債事業の厳選により市債
残高の抑制を図り、公債費の軽減に努める必要がある

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ　財政状況の分析」の「財政運営課題」に揚げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱ

　　　に付した課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

７　その他

４　地方税の徴収率の向上、売却可能資産
　の処分等による歳入の確保

５　地方公社の改革や地方独立行政法人へ
　の移行の促進

○　行政評価の導入

６　行政改革や財政状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政改革や財政状況に関する情報公開

○　公会計の整備

項　　　目



Ⅴ　繰上償還に伴う行政改革推進効果
１　主な課題と取組及び目標

　注　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込） （決算見込） （決算見込） （決算見込） （決算見込）

348 332 308 308 294 278 270 269 264 256

- △ 16 △ 24 0 △ 14 △ 54 △ 16 △ 8 △ 1 △ 5 △ 8 △ 38

職員数のうち一般行政職員数 280 266 248 249 240 229 228 227 223 216

増減数 - △ 14 △ 18 1 △ 9 △ 40 △ 11 △ 1 △ 1 △ 4 △ 7 △ 24

職員数のうち教育職員数 45 44 41 41 41 39 34 34 34 34

増減数 - △ 1 △ 3 0 0 △ 4 △ 2 △ 5 0 0 0 △ 7

職員数のうち技能労務職員数 23 22 19 18 13 10 8 8 7 6

増減数 - △ 1 △ 3 △ 1 △ 5 △ 10 △ 3 △ 2 0 △ 1 △ 1 △ 7

－ － 18.1 17.8 17.0 15.8 15.3 15.6 15.8 15.5

- △ 0.3 △ 0.8 △ 1.1 △ 1.2 △ 0.5 0.3 0.2 △ 0.3 △ 1.5

19,066 18,259 17,561 16,851 15,712 14,945 14,198 12,691 11,232 9,968

- △ 807 △ 698 △ 710 △ 1139 △ 3354 △ 767 △ 747 △ 1507 △ 1459 △ 1264 △ 5744

2,897 2,769 2,569 2,639 2,525 2,404 2,351 2,336 2,291 2,204

158 286 486 416 530 1,876 121 174 189 234 321 1,039

1,457 1,295 1,270 1,443 1,680 1,430 1,418 1,404 1,423 1,436

37 199 224 51 △ 186 325 250 262 276 257 244 1,289

　注１　歳出削減策のみならず、歳入確保策についても幅広く検討の上、記入すること。 2,201 2,328

　　２　「課題」欄については、「１　主な課題と取組及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。

　　３　各年度の「職員数」欄については、地方財政状況調査表の作成時点（翌年４月１日時点）の職員数を記入すること。

　　４　「改善額」については、原則として、計画前年度を基準年度として、当該計画期間中の各年度との比較により改善額を算出し計上すること。ただし、当該見直し施策が計画前年度以前（計画前５年度の間 12.7
　　　に実施したものに限る。）から実施しているものであって、当該見直し施策の改善効果が財政健全化計画の計画期間中においても継続するものについては、当該継続する改善額を計画期間の各年度の改善額

　　　に計上して差し支えないこと。

    ５　計画期間中の改善額の合計については「計画合計」欄に計上し、計画前５年間の改善額の合計については「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　　６　「計画前５年間改善額　合計」欄及び「改善額　合計」欄については、人件費(退職手当を除く。)その他改善額を記入することが可能なものの合計を記入すること。

　　７　４による「改善額」が基準年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」欄に計上し、計画期間内（又

　　　は計画前５年間）を通じての改善額しか算出できない項目については、当該計画期間内（又は計画前５年間）を通じた改善額を「計画合計」欄（又は「計画前５年間実績」欄）に計上すること。またその場

　　　合の改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に合わせて記入すること。

　　８　「(参考)補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５　繰上償還希望額」に記入した「旧

　　　資金運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　　９　必要に応じて行を追加して記入すること。

（参考）補償金免除額

行政管理経費（物件費・維持補修費）

改善額

計画前５年間改善額　合計

物件費については、旅費日当の廃止、委託の削減、事務用品・光熱水費の節約などを行い、今後も節減をする。

地方債現在高

実質公債費比率

増減

課　題

課　題 取 組 及 び 目 標

平成25年度の一般会計職員数を256名とし、計画年度（平成21年度～）から22名削減を目標とする。

平成19年度に9,961千円、平成20年度に127,614千円繰上償還を行った。平成21年度に144,639千円繰上償還を予定する。公債費に準ずる債務負
担行為（ほ場整備分）も今後は減少する見込み。災害及び臨時財政対策債を除く地方債の発行については、起債事業の厳選により、公債費の
軽減に努める。

（単位：人、百万円）

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　公債費負担の健全化（地方債発行の抑制等）

３　公営企業会計に対する基準外繰出しの解消

４　その他

1

増減

4

職員数

計画合計

増減数

計画前５年度
実　績

項　　目

実　　　　　績 目　　　　　標

改 善 額　　合　計

人件費(退職手当を除く。)

改善額



別様            合併市町村基本計画要旨 
■ 計画策定の方針 
（１） 趣旨 

旧大口市・旧菱刈町（伊佐市）でなす本地域の円滑な運営を確保し、均衡ある発

展を図ることを目的とし、本地域の一体性の確保及び市民の福祉の向上等を図るた

めに策定する。 
（２） 計画の期間 

合併施行の日（平成 20 年 11 月 1 日）から概ね 10 年間 
（３） 計画の基本指針 

① 将来を展望した長期的な視野に立って策定する。 
② 地域の特性を生かした事業を組み込み、基本計画を実現するために効果的な事業を

選択する。 
③ 公共的施設の配置と整備は、市民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分に配慮し、

利便性や地域のバランス、財政状況を考慮しながら検討する。 
④ 財政計画は、地方交付税や国県補助金、地方債を過大に見積もることなく、新市に

おいて歳入・歳出の見直しを行いながら健全な財政運営が行われるように策定する。 
⑤ 市民の意向を踏まえ、合併効果を最大限に活用し、新市の将来を見据えて取り組む。 
 

■ 新市の概要及び推計（H20～H29） 
新市の総人口は 31,499 人（H17 国調）世帯数約 13,400 世帯。平成 29 年度の将来人口

（推計）は約 26,000 人で約 5,100 人（16％）の減となる。また、高齢化率（65 歳以上）

は 35.0％から 39.4％と 4.4％上昇する。 
面積は 392.36ｋ㎡で県内平均の 1.3 倍の面積である。 
予算規模は 138 億円から 109 億円へと 29 億円（21％）減少し、うち人件費は 26 億円

から 20 億円へと 6 億円（23％）減少する。職員数については、338 人（平成 20 年 11 月

1 日現在）から 262 人へ 76 人（22％）削減する。 
 
■ まちづくり計画の体系 
 

目標将来像 

大地の惠を 人が奏
かな

でる だれやめの郷
さと

 

～交流と協働で創る 風味あるまち・むら文化～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

誇りと生きがいをもつ心豊かな人づくり 

・ともに支える明るく元気な人づくり 
（保健・医療・福祉の充実）

・地域と学び未来に生かす人づくり 
（教育・文化の充実） 

自然と共生する快適な生活空間づくり 

・安全で快適な生活空間づくり 
（都市基盤・生活基盤の整備）

・自然と調和した潤いのある環境づくり

（環境の保全と活用） 

地域力を活かした地域産業づくり 

・新たな価値を生み出す地域産業づくり 
（産業の振興） 

 

創意工夫により協働で創るまちづくり 

・多様な主体の協働によるまちづくり 
（市民参画・協働の推進・男女共同参画）

・時流にあった行財政基盤づくり 
（行財政改革・情報化）

基本方向 
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